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租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

熊本地震による被害等からの復旧及び今後の災害への対応の観点からの税制

上の措置（被災市街地復興土地区画整理事業等に係る土地等の譲渡所得の課

税の特例） 

2 対象税目 （法人税：義）（国税 26）、 

（法人住民税：義）（地方税 21） 

【新設・拡充・延長】 

3 租税特別措置等の内容 《内容》 

① 被災市街地復興推進地域内にある土地等が、次に掲げる場合に該当する

こととなった場合、譲渡所得の１，５００万円特別控除を適用する。 

・被災市街地復興特別措置法の買取りの申出に基づき都道府県知事等に

買い取られた場合 

・被災市街地復興土地区画整理事業において公営住宅等の用地に供する

保留地の対価の額に対応する土地等の部分の譲渡があった場合 

② 独立行政法人都市再生機構が施行する次に掲げる事業の用に供される土

地等が土地開発公社に買い取られる場合、優良住宅地の造成等のために

土地等を譲渡した場合の課税の特例（軽減税率）を適用する。 

   ・被災市街地復興土地区画整理事業 

    ・住宅被災市町村の区域内において施行する第二種市街地再開発事業 

③ 土地等が次に定める事業の用に供するために地方公共団体又は独立行政

法人都市再生機構（土地開発公社を含む。）に買い取られ対価を取得する

場合、譲渡所得の５，０００万円特別控除等を適用する。 

   ・減価補償金を交付すべきこととなる被災市街地復興土地区画整理事業 

    ・住宅被災市町村の区域内において施行する第二種市街地再開発事業  

《関係条項》 

【租税特別措置法】 

① 第６５条の４第１項 

② 第６２条の３第４項 

③ 第６４条、第６４条の２ 

4 担当部局 主要望 国土交通省都市局市街地整備課 

従要望 内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（総括担当） 

5 評価実施時期及び分析

対象期間 

評価実施時期：平成２８年１２月 分析対象期間：平成２９年度～平成３１年度 

6 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

－ 

7 適用又は延長期間 ① 恒久措置 

② ３年間（平成２９年１月１日～平成３１年１２月３１日） 

③ 恒久措置 

8 必要性

等 

① 政策目的

及びその

根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

被災市街地復興土地区画整理事業等により、大規模な火災、震災その他の

災害を受けた市街地についてその緊急かつ健全な復興を図る。 
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《政策目的の根拠》 

・被災市街地復興特別措置法（平成７年法律第１４号）第３条 

「国及び地方公共団体は、大規模な火災、震災その他の災害が発生した場

合において、これらの災害を受けた市街地の緊急かつ健全な復興を図るため、

土地区画整理事業、市街地再開発事業（中略）等による当該市街地の整備改

善及び公営住宅等の供給に関する事業の実施等による当該市街地の復興に

必要な住宅の供給のため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」 

 

・「経済財政運営と改革の基本方針２０１６」（平成２８年６月閣議決定） 

第１章 現下の日本経済の課題と考え方 

１ 日本経済の現状と課題 

（２）熊本地震の対応 

「補正予算等により当面の復旧対策に万全を期す。その上で、個別具体的

な被害状況や必要となる復旧事業等の内容を詳細に点検・精査し、各自治体

の財政状況に丁寧に目配りする中で、国庫補助の拡充・強化や、これに伴う

地方負担に対する地方財政措置の充実等も含め、更にどのような対応が必

要となるかを検討し、必要な財政支援をしっかり行っていく。 

これにより、一日も早く、被災者が安心して生活でき、被災地の復興が成し

遂げられるよう、できることはすべてやる、その決意の下で、政府一丸となって

全力で取り組んでいく。」 

 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

政策９．防災政策の推進 

施策③災害復旧・復興に関する施策の推進 

③ 達成目標

及びその

実現によ

る寄与 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

被災市街地復興推進地域等において施行される被災市街地復興土地区画整

理事業等に係る事業用地の取得を円滑化し、早期に必要な事業用地を確保す

る。 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

早期に必要な事業用地が確保されることで、早期の事業完了につながり、災

害を受けた市街地の復興に寄与する。 

9 有効性

等 

① 適用数等 【適用件数（法人）】 

年度 

区分 
29 30 31 

① 14 - - 

② - - - 

③ 3 - - 

※平成 29 年度～平成 31 年度 熊本地震において、評価時点において見込まれ

る被災市街地復興土地区画整理事業が行われる場合の適用見込。今後、新

たに被災市街地復興土地区画整理事業が実施される場合は、適用が見込ま

れる。 

※適用見込は、地方公共団体に調査を実施したもの。 

※②は現時点では適用が見込まれないが、熊本地震において事業を行う可能

性がある地域に土地開発公社が存在しないためであり、今後、災害を起きた

場合、土地開発公社が存在する地域においては適用が見込まれる。 
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② 減収額 【減収額（法人）】 

年度 

区分 
29 30 31 

①  法人税 ▲49.1 - - 

 住民税 ▲8.5 - - 

②  法人税 - - - 

 住民税 - - - 

③  法人税 ▲35.1 - - 

 住民税 ▲6 - - 

※単位：百万円 

※平成 29 年度～平成 31 年度 熊本地震において、評価時点において見込まれ

る被災市街地復興土地区画整理事業による減収額。今後、新たに被災市街地

復興土地区画整理事業が実施される場合は、減収が見込まれる。 

 

【計算式】 

① 法人税    適用件数×１，５００万円×法人税率 

法人住民税 適用件数×１，５００万円×法人税率×法人住民税率 

② 法人税    適用件数×２，０００万円×法人税率×法人重課税率 

法人住民税 適用件数×２，０００万円×法人税率×法人重課税率× 

法人住民税率 

③ 法人税    適用件数×５，０００万円×法人税率 

法人住民税 適用件数×５，０００万円×法人税率×法人住民税率 

 

③ 効果・税収

減是認効

果 

《効果》 

今後大規模な災害が起きた場合に、災害を受けた市街地の緊急かつ健全な

復興を図るため、被災市街地土地区画整理事業等の施行が想定されるが、事

業のためには事業用地の確保が不可欠となる。 

本特例により、早期に事業用地を確保することで、早期の復興が図られること

が見込まれる。 

《税収減を是認するような効果の有無》 

本特例により、被災市街地復興土地区画整理事業等が円滑に施行されること

で、早期の事業完了による経済的損失の低減、防災性の向上した市街地形成

による人命リスクや地震・火災等による被害のリスクの低減が図られるため、税

収減を是認する効果が有ると考えられる。 

10 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

阪神・淡路大震災及び東日本大震災の際には特別立法により税制上の対応

を行ってきたところであるが、本特例は、近年災害が頻発していることを踏まえ、

規定を常設化するものであり、租税特別措置法上の措置によることが適切と考

えられる。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

税制以外の措置としては予算上の措置が想定されるが、予算上の措置につ

いては施行者に対する公共施設の整備、宅地の造成が主たるものとなってい

る。本特例は、被災市街地復興土地区画整理事業等が施行される場合に、事

業に必要な用地を提供する者に対して税制上のインセンティブを与え、早期の事

業用地の確保を図るものであることから、他の政策手段と役割分担がなされてい

る。 
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③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

本特例は地方公共団体等が施行する被災市街地土地区画整理事業等に適

用されるものであり、国税及び地方税の特例を措置することにより、国と地方公

共団体が協力して早期の復興を図ることを見込むものである。 

 

11 有識者の見解 － 

 

12 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

－ 

 

 


